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＜税　理　士＞

花山 和士　税理士 ひろせ税理士法人

外村 弘樹　税理士 外村会計事務所

山口    稔　税理士 山口稔税理士事務所

木谷    昇　税理士 木谷昇税理士事務所

乗岡 五月　税理士 税理士法人京都会計

牧野 伸彦　税理士 牧野伸彦税理士事務所

鴨井 勝也　税理士 鴨井税務会計事務所

廣井 増生　税理士 廣井増生税理士事務所

＜社　労　士＞

河原 義徳　特定社労士 株式会社ひろせ総研

本宮 昭久　特定社労士 本宮社会保険労務管理事務所

＜建　築　士＞

坂本 克也　建築士 坂本克也一級建築事務所

竹内 秀雄　建築士 園建築事務所

＜ファイナンシャルプランナー＞

重松 朋聖　法人推進部長 三井生命保険株式会社

その他　関係生保会社、京都銀行のFP

税理士・社会保険労務士・建築士・ファイナンシャルプランナー・
弁護士・廃棄物処理コンサルタント

各種専門家との相談体制のご案内

＜弁　護　士＞

莇     立明　弁護士 京都中央法律事務所

江頭  節子　弁護士 京都中央法律事務所

松尾  美幸　弁護士 京都中央法律事務所

赤井  勝治　弁護士 赤井・岡田法律事務所

石川  寛俊　弁護士 石川寛俊法律事務所

鵜飼万貴子　弁護士 米田泰邦法律事務所

小笠原伸児　弁護士 京都法律事務所

竹下  義樹　弁護士 つくし法律事務所

富永     愛　弁護士 富永愛法律事務所

新阜創太郎　弁護士 つくし法律事務所

西村  幸三　弁護士 西村法律事務所

本田  里美　弁護士 つくし法律事務所

三重  利典　弁護士 葵法律事務所

若松     豊　弁護士 赤井・岡田法律事務所

＜廃棄物処理コンサルタント＞

中島  智之　代表取締役 ㈱エコロジー・ソリューション

◆会員の希望される専門家をご紹介します。
◆随時、必要な時に相談できます。
　 ご都合の良い日を各種専門家と日程調整します。

◆相談は無料（ただし、1事案1回限り）
　 １事案につき１回の無料相談を超えてのご相談は、
個別相談に移行し有料になります。

◇ お問い合わせは協会事務局まで TEL 075‒212‒8877　FAX 075‒212‒0707

いつでも どこでも ご相談に応じます！
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※「ルームＡ、Ｂ、Ｃ」、「応接室」及び「アミス」は京都府保険医協会事務所内の会議室の名称です。
※法律相談室は必要な時に随時開催いたします。お申込は協会・総務部会まで。

※太字は一般参加の行事、詳細は後掲31～32ページ

行　　　　事 開始時間 場　　　　所

今
後
の
予
定

行　　　　事 開始時間 場　　　　所

5月10日㈯ 第15回文化講座「日本酒講座」
～日本酒の奥深さに触れる～ 午後 2時30分 松本酒造

5 月17日㈯ コミュニケーション委員会 午後 2時30分 ルームＡ・Ｂ・Ｃ

5 月24日㈯ 専門医会長との懇談 午後 5時30分 ルームA

5月31日㈯ 第652回社会保険研究会
レセプト画面審査：最近の状況 午後 2時 ルームＡ・Ｂ・Ｃ

行　　　　事 開始時間 場　　　　所

会保障制度改革の進め方などを確認。今後は、社会
保障制度改革国民会議の後任組織に当たる「社会保
障制度改革推進会議」と擦りあわせながら検討する。
　医療法を改正して創設する病床機能報告制度の報
告方法について、厚労省が示した案におおむね合意
した。手術件数や処置件数などは「レセプト情報・
特定健診等情報データベース」を活用して集計し、
人員配置や医療機器などの設備に関する情報は全国
共通のサーバーへ送る。集めた情報を都道府県が活
用できるようにすることで、都道府県へ報告したと
みなす。

1 日㈫ 各部会 午後 2時

2 日㈬ 税理士との懇談会 午後 2時 ルームＡ

8 日㈫ 定例理事会 午後 2時 ルームＡ

10日㈭ 奥様向けセミナー 午後 2時 ルームＡ・Ｂ・Ｃ

12日㈯ 舞鶴医師会との懇談会 午後 2時30分 舞鶴メディカルセンター

13日㈰ 環境ハイキング
「京都西山にスプリングエフェメラルを求めて」 午前 9時 阪急桂駅改札口集合

16日㈬ 新しく医療機関に勤められた方のための研修会 午後 2時 ルームＡ・Ｂ・Ｃ

17日㈭ 新しく医療機関に勤められた方のための研修会 午後 2時 ルームＡ・Ｂ・Ｃ

20日㈰ 九条の会アピールを支持する医療人の会総会・講演会
「自民党改憲草案の検証」 午後 2時 池坊学園こころホール

22日㈫ 定例理事会 午後 2時 ルームＡ

24日㈭ 「新点数運用Ｑ＆Ａ・レセプトの記載」説明会（第3次新点数検討会） 午後 2時 テルサホール（京都テルサ）
舞鶴メディカルセンター（サテライト開催）

26日㈯
反核京都医師の会総会・「原発のない国」への道
　 「緑の思想」とライフスタイル 午後 2時 ルームＡ・Ｂ・Ｃ

2014年 4 月リハビリ新点数検討会 午後 2時 池坊学園5階52教室

30日㈬ 保険講習会Ａ（保険基礎知識・審査対策） 午後 2時 ルームＡ

　すでに国会に提出された医療・介護一括法案は、
３月中にも審議入りするとされているが、２月14日
には政府に設置された「社会保障制度改革推進本部」
の初会合が開かれ、プログラム法に盛り込まれた社

今月の主な動き
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社会保障
改革の進捗を検証／社保改革推進本部が初会合
　社会保障制度改革の進捗を検証するため政府に設
置された「社会保障制度改革推進本部」の初会合が
２月14日、閣議前に開かれた。今後、同推進本部を
中心に、2013年成立した社会保障制度改革に関する
プログラム法に盛り込まれた取り組みを総合的かつ
計画的に進めていくことを確認したという。
　初会合では、田村憲久厚生労働相が社会保障制度
改革の実施状況や今後の進め方を説明した。同推進
本部の副本部長を務める甘利明経済再生（一体改革）
担当相は会合後の記者会見で、今後の効率化策につ
いて、プログラム法に基づき最小のコストで最大の
効果を発揮できるよう関係閣僚らと検討する意向を
示した。プログラム法は、社会保障制度改革国民会
議の後任組織に当たる「社会保障制度改革推進会議」
の設置も定めており、効率化策は同推進会議とも擦
り合わせて検討する考え。
　同推進本部はプログラム法に基づき設置され、首
相が本部長、甘利担当相が副本部長を務める。この
ほか本部員の▽麻生太郎財務相▽菅義偉内閣官房長
官▽新藤義孝総務相▽田村厚労相▽森雅子少子化担
当相―で構成する。（2/15MEDIFAXより）

中医協
中医協公益委員に田辺氏と松原氏／国会が同意
　衆参両院は２月14日にそれぞれ本会議を開き、中
医協の公益委員に田辺国昭氏（東京大大学院法学政
治学研究科教授）と松原由美氏（明治安田生活福祉
研究所主席研究員）を充てる人事に同意した。田辺
氏の人事は衆参いずれも全会一致、松原氏はいずれ
も賛成多数で認められた。
　任期は田辺氏が４月８日から２年間。松原氏は３
月２日から２年間。現在、公益委員を務めている牛
丸聡氏（早稲田大政治経済学術院教授）の後任が田
辺氏、関原健夫氏（日本対がん協会常務理事）の後
任が松原氏となる。（2/15MEDIFAXより）

「同一建物」の減算、対象を明確化／「医師来
ない」の懸念払拭へ
　2014年度診療報酬改定で実施する「同一日同一建
物」への訪問診療の適正化で、厚労省は訪問診療料
の減算について▽往診を実施した患者▽末期の悪性
腫瘍患者▽死亡日からさかのぼり30日以内の患者─
は、減算患者に数えない措置を取る方針を決めた。
同一建物の訪問診療の減算によって「医師が来なく
なる」との現場の懸念を払拭するための措置。サー
ビス付き高齢者住宅などの集合住宅に医師が訪問し
なくなる事例が発生した場合は、医師会などと連携
して迅速に対応する。
　３月５日の14年度改定官報告示に合わせて、厚労
省が地方厚生局や都道府県の医療保険事務担当者を
対象に開いた改定説明会で明らかにした。
　同一日の同一建物訪問では、在宅時医学総合管理
料（在総管）と特定施設入居時等医学総合管理料（特
医総管）も減算されるが、この減算は「同一建物以
外」の訪問診療を月１回でも行った患者は対象外と
する。同一世帯の夫婦の診察も例外とする。
　14年度改定では、いわゆる「患者紹介ビジネス」
への対応のため、同一日の同一建物での複数訪問診
療を適正化する。訪問診療料、在総管、特医総管を
大幅に引き下げる措置で、高齢者施設から「医師が
来なくなる」などの懸念が出ていた。
　保険局医療課の宇都宮啓課長は３月５日の説明会
で「真面目に訪問診療をしているところへの影響と
いう話があり、現場と話し合った」と述べ、不安払
拭につながる複数の要件を説明。「集合住宅関係で
一番の心配は医師が来なくなること。そうした事態
が発生すれば直ちに医師会などから紹介していただ
く」と医師確保策にも言及した。
　宇都宮課長はまた、「訪問診療は通院困難な事例で
可能。このことを明確にして、適切な診療を行って
いただきたい」と求めた。
●１人の患者のみ診療は減算されず
　医療課の一戸和成課長補佐も同一建物適正化につ
いて説明した。「施設に訪問すると、１人の患者のみ
でも減算されるという誤解が生じている」と述べ、
何人居住している施設を訪問しても１人の患者のみ
を診療する場合は減算されないと強調した。
　往診を実施した患者を減算患者にカウントしない
ことについては、具体例を挙げて説明。「例えば午前
中に訪問診療で計画的に患者を診療し、午後に別の
訪問診療をしている患者が急変して往診した場合は
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同一建物減算の患者数から除外される」と話した。
（3/6MEDIFAXより）

栄養管理加算、病院の経過措置３カ月延長／
改定説明会で厚労省
　厚生労働省は３月５日、地方厚生局と都道府県の
医療保険事務担当者らに対する2014年度診療報酬改
定説明会を開き、解釈が難しい項目について質疑応
答に応じた。回答できなかった部分は、今後の疑義
解釈や通知などで回答していくと答えた。
　厚労省は、前回12年度改定で栄養管理実施加算が
入院基本料に包括されたことに伴う２年間の経過措
置について、６月30日まで３カ月間延長することを
明らかにした。経過措置の対象は280病院。経過措置
終了後、常勤の管理栄養士を配置できれば通常の入
院基本料の算定になるが、非常勤の管理栄養士また
は常勤の栄養士の配置では入院基本料から１日につ
き40点の減算となる。それ以外は、特別入院基本料
の算定になる。
　「３カ月間延長に伴う新たな届け出は必要か」との
質問に対し、厚労省は「届け出の必要はない」と回
答。新たな40点の減算措置では「月の途中で管理栄
養士が確保できた場合、減算措置の解除はいつから
か」との質問に、「通常の届け出と同様に翌月の１日
からになる」と回答した。
●在宅後方支援病院の受け入れ実績は４月から
　説明会で医科関連の質問は300項目（重複あり）に
及んだ。「地域包括ケア病棟入院料」では、届け出に
関するものが多く、厚労省は「200床未満の病院は、
病棟入院料を複数の病棟で届け出ても構わない。病
室単位は１病棟に限るが、病棟単位は何病棟でも認
められる」「200床以上の医療機関も、算定制限を設
けていないため、病棟単位であれば何病棟でも届け
出が可能だ」とした。
　「在宅療養後方支援病院」としての年３件以上の受
け入れ実績が、地域包括ケア病棟入院料の算定要件
に入っていることについては、「３月31日時点で３件
の実績があった場合は要件を満たすことになるか」
との質問が出た。厚労省は「基本的に、在宅療養後
方支援病院には、在宅の医療機関と連携して情報を
共有するとの新たな要件が付けられているため、今
の段階で満たすような患者はいないと思う。４月以
降の実績でカウントしてもらいたい」と回答した。
　地域包括ケア病棟の専従リハビリテーション職員
が疾患別リハビリの専従者と兼務することについて

は「認められない」とした。
●地域包括診療料、包括再開時は同意書を
　主治医機能を評価する「地域包括診療料」につい
ては、「４つの疾患を院内処方にして、他の疾患を院
外処方にする扱いは可能か」という質問があった。
厚労省は「可能だが、処方箋を出せる薬局の要件が
ある。単純に門前薬局に出せるわけではない」と回
答。「地域包括診療料の連携薬局は１カ所でよいの
か」との質問には、「渡された薬局のリストの中で、
患者がそこでいいと言えばよい」とした。地域包括
診療料は、月によって出来高算定も可能なことから、
厚労省は「出来高から再度、包括を算定する場合は、
患者の同意書が必要になる」とし、注意するよう求
めた。
　また、「４疾病のうち、２つの疾病ずつで２医療
機関が分けて診る場合、明細書に書かなければ重複
が分からないだろう」との意見もあった。これには

「記載要領でどの２疾患を診ているか書いてもらう
よう考えたい」とした。
　「担当医を決めることになっており、原則は担当医
が診るが、夜間、緊急時に来院したときにも担当医
でなければ駄目か」との質問に対しては「夜間、緊
急時まで縛るつもりはない」とした。
●短期滞在手術等基本料３は有床診不可
　一方「12年度改定での経過措置型７対１病院が、
いったん10対１に降りて、再度７対１の届け出を行
う場合、実績が年度をまたぐ場合は旧基準でよいか」
との質問に対しては、「新基準を満たすべき」と回
答。
　14年度改定では「短期滞在手術等基本料３」につ
いて、７対１の要件の厳格化の一環として21種類の
手術・検査を対象とし、包括範囲を全診療報酬点数

（１入院払い）とする。これに関連し「診療所につい
ては、短期滞在手術等基本料３を算定せず出来高算
定とするが、有床診も同等の扱いか」との質問に対
しては「有床診でも基本料３を算定できないが、基
本料１、２はこれまで通り算定できる」とした。
　総合入院体制加算をすでに算定している病院は、
地域包括ケア病棟入院料を届け出ることができるか
との質問には、「新規の総合入院体制加算１、２とも
に認めないことから、届け出済みの病院についても
地域包括ケア病棟入院料の届け出はできない」とし
た。
　有床診療所の看護補助配置加算について、看護職
員を看護補助者と見なすことは可能かとの質問に対
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し、「可能。ただし、（看護師をダブルカウントして）
看護配置加算を届け出ることはできない」とした。
●在宅復帰機能強化加算、「１カ月以上」は居宅訪問
で確認

　療養病棟の「在宅復帰機能強化加算」の要件であ
る「退院患者の在宅生活が１カ月以上継続している
こと」の確認方法については「保険医療機関の職員
が患者の居宅を訪問し、見てくるよう通知している。
１カ月以上継続しなかったらどうするのかについて
は、１カ月以上継続する見込みがあればよい」との
解釈を示した。
　回復期リハビリテーション病棟入院料１の専従医
師は、外来勤務を週１日ならできるのかとの質問に
対しては「認められない。病棟張り付きになる」と
した。さらに、「専従の社会福祉士は当該病院の退院
調整業務しかできない」「社会福祉士をＭＳＷに変え
ることはできない」と説明した。

（3/6MEDIFAXより）

７対１の退院患者割合「転棟患者含めず」／
厚労省・改定説明会
　2014年度診療報酬改定で７対１入院基本料の算定
要件に新設される「退院患者割合75％以上」の計算
式について、厚生労働省は転棟患者は含めないこと
を明確化した。具体的には「直近６カ月間に、自宅、
回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケ
ア病棟入院料、療養病棟、居住系介護施設等、介護
老人保健施設に退院した患者（転棟患者を除く）」÷

「直近６カ月間に７対１入院基本料を算定する病棟
から退院した患者（死亡退院・転棟患者・再入院患
者を除く）」で計算する。厚生労働省が３月５日に開
いた14年度診療報酬改定説明会で示した。
　計算式にある療養病棟は、在宅復帰機能強化加算
の届け出病棟に限る。介護老人保健施設は、在宅強
化型老健施設と在宅復帰・在宅療養支援機能加算の
届け出施設に限る。
　新設される地域包括ケア病棟入院料の施設基準の
一つである「リハビリテーションを提供する患者に
ついて、１日平均２単位以上提供している」につい
ては保険局医療課の一戸和成課長補佐が「全員にリ
ハビリをせねばならないわけではなく、リハビリを
やらねばならない患者には１日平均２単位以上する
ということ。どのような患者にやらねばならないか
は医師の判断」と説明した。
　病室や機能訓練室などの面積の測定方法も、14年

度改定で決着させる。「壁芯」ではなく「内法」によ
る測定で面積基準を満たすよう定める。15年４月１
日以降の新規の届け出は、内法による測定を義務付
ける。
　向精神薬の多剤投与適正化では、１回の処方につ
き抗不安薬と睡眠薬は３種類以上、抗うつ薬と抗精
神病薬は４種類以上が多剤投与と見なされ処方せん
料などが減算される。抗うつ薬と抗精神病薬に限り、
精神科の診療経験を十分に有する医師が処方した場
合は多剤投与として扱わない規定が入った。
　医薬品購入価格の妥結率が毎年９月末時点で50％
以下の場合に200床以上の病院などの基本料を減算
する未妥結減算ルールについては、11月１日から翌
年10月31日までの期間を減算する。ただし、初回は
１月１日からの減算とする。
●ＤＰＣ対象は1585病院、49万床
　診療報酬改定説明会では、医療課の佐々木健企画
官がＤＰＣ制度関連について説明した。ＤＰＣ対象
病院は14年４月１日で1585病院、約49万床となる見
込みで、全一般病床の約55％に達するとした。
●届け出は４月14日までが原則／柔軟対応も
　改定後の点数を４月１日から算定するためには、
４月14日までに届け出が必要となる。これについて
一戸課長補佐は「必ず漏れるところが出てくる。原
則４月14日ではあるが柔軟に対応させていただく」
と述べ、会場に集まった地方厚生局や都道府県の医
療保険事務担当者にも「４月14日に間に合わなかっ
た届け出を切り捨てるのではなく、柔軟に対応して
ほしい」と呼び掛けた。（3/6MEDIFAXより）

控除対象外消費税「中医協の外で解決を」／
中医協・森田会長
　中医協の森田朗会長（学習院大教授）は２月24日、
2014年度診療報酬改定の答申をまとめたことを受け
取材に応じた。公益裁定した消費増税への補填につ
いて「合理的・公正に個別項目に付ける方法がなかっ
たため、基本診療料にほぼ全額補填する裁定案を出
した」と説明。「率直に言って、個別の医療機関が
負担した消費税を、患者個人が支払う診療報酬で還
元するのは不可能だ。中医協の外で話をつけてほし
い」とも述べ、10％引き上げからは診療報酬以外の
手法での解決に期待をかけた。
　森田会長は中医協会長として２度目の答申をまと
めた。今改定の議論は比較的スムーズに進んだ印象
があるが、その理由として▽事務局が早期から論点
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を洗った▽データに基づく議論が増えた▽高度急性
期の絞り込みについて、１号・２号間で大きな齟齬
がなかった―の３点を挙げ「病床機能の分化と在宅
医療の推進という大テーマそのものは、当初から共
通認識が醸成されていた。ねじれのない政治的な安
定も寄与した」と語った。
　増税補填については「診療報酬では制度的に不可
能。中医協の外で決着してほしかったが、無理筋の
話をどう通すかということになった」と本音を吐露。

「事務局も含め、補填すべき個別項目を特定する知恵
が出なかったことと、時間的制約もあり苦渋の決断
をした」と理解を求めた。控除対象外消費税の解決
に向けては「課税して所得に応じた再配分などで調
整する方が合理的だろうが、それは中医協の話では
ない」と私見を述べた。
　個別改定項目では、「地域包括診療料」の新設と

「短期滞在手術等基本料３」で21種類の手術・検査を
入院１件当たりの全包括としたことについて「思い
切った。ある意味大きな転換点だ」と評価した。
●公益委員「もう少し発言してもよい」
　改定議論の過程では、診療側から「公益委員の発
言が多すぎる」という趣旨の指摘があった。森田会
長は公益委員の在り方について「財源の話でよく出
る答えは『公費を増やせ』だ。ならば、保険者や診
療側の利益だけでなく、国民の利益について誰かが
言わねばならない。私は、もう少し公益が発言して
もよいと考えている」と主張。総会と分科会・部会
の関係についても言及し「基本的な共通項は専門家
も入れた分科会などの検討に委ね、その答えをベー
スに総会で議論すべき。分科会などの合意事項は原
則的に蒸し返すべきではない」との認識を示した。
●費用対効果「拒否は困難、入れ方の問題」
　14年度改定では導入されなかった費用対効果評価
についても問題意識を示した。中医協総会の議論の
結果、武田薬品工業の肥満症治療薬「オブリーン錠」
の薬価収載が保留になったことについて「費用対効
果に直結する話」と指摘。「これまでは薬事承認され
れば、ほぼ自動的に保険収載されていたが、収載する
必要性があるのかという問題になった。慎重なルー
ル作りが必要な部分だ。薬価が付かなければ、医師
が処方したくて患者も使いたいとなった場合に、い
わゆる混合診療の話になる可能性もある」と述べた。
　今後の費用対効果に関する議論については「どの
ような形で薬価などに反映させるかという仕組みを
検討する必要がある。どこで価格を決めるのか、デー

タをどう集めるのか、どこで審査するのかという大
変な話になるが、こうした制度面の話をしないとい
けない。財政制約が厳しくなる状況で、拒否するこ
とは難しいだろう。導入手法の問題だ」とし、次回
改定以降の重要事項に挙げた。

（2/25MEDIFAXより）

報告制度
報告制度での報告方法、おおむね合意／厚労
省・検討会
　厚生労働省の「病床機能情報の報告・提供の具体
的なあり方に関する検討会」は２月26日、医療法を
改正して創設する病床機能報告制度の報告方法につ
いて、厚労省が示した案におおむね合意した。手術
件数や処置件数など、提供している医療の内容につ
いては既存の「レセプト情報・特定健診等情報デー
タベース」（ＮＤＢ）を活用して集計し、看護配置な
どの人員配置や医療機器などの設備に関する情報は
厚労省が整備する全国共通のサーバーへ送る仕組み
とする。集めた情報を都道府県が活用できるように
することで、都道府県へ報告したとみなす。
　ＮＤＢを活用する仕組みは「病院」単位で集計を
始める。「病棟」単位で集計するには、新たに定め
る「病棟コード」を医療機関がレセプトに付記して
診療報酬請求することになるため、システム改修が
必要となる。このため、医療機関側の負担に考慮し、
2016年度の診療報酬改定時など、必然的なシステム
改修が発生するタイミングで導入する。導入する時
期は、安倍晋三首相が14年末に判断する予定の消費
税を10％に引き上げるタイミングの可能性もある。
●レセプト集計の期間は継続議論
　ＮＤＢを活用する仕組みで何カ月分のレセプトを
集計するかについては、意見が分かれたため、次回
も引き続き議論する。厚労省は、データの差が発生
しないように３カ月程度のレセプトデータを集計す
ることが望ましいとした上で、制度開始当初は７月
１カ月の審査分の集計を提案した。
　相澤孝夫構成員（日本病院会副会長）は、季節に
よる病床稼働率などに地域特性があるため、特定の
１カ月分のデータでは医療機関の実態を正確に把握
することは難しいと反対。「３カ月分にするとしても
連続した３カ月では正しくない」とも述べた。西澤
寛俊構成員（全日本病院協会長）は相澤構成員に同
意した上で、検討の必要性を指摘した。高智英太郎



京都保険医新聞

8 第177号

2014年（平成26年）3月25日　毎月５日・20日・25日発行� 第2888号

構成員は「制度開始当初は１カ月分のレセプトで致
し方ないが、３カ月分のデータ集計が望ましい」と
述べた。
　一方、中川俊男構成員（日本医師会副会長）は、
制度開始当初は１カ月分の集計とすることに賛意を
示した。「正確なデータということであれば通年であ
るべき」との考えを示した上で、「気が付いていない
問題が出る可能性もあり、初年度は１カ月分でやっ
てみて、検証しながら着実に進めるべき」と強調し
た。
　看護配置などを全国共通サーバーに送る仕組みに
ついては、厚労省が７月１日時点の状況を報告する
ことを提案。目立った反対意見は出なかった。

（2/27MEDIFAXより）

病床機能、直近５年後の予定も報告／厚労省案
　医療法を改正して創設する病床機能報告制度で、
医療機関が病棟ごとに報告しなければならない「今
後」の医療機能について、厚生労働省は「直近５年
後程度の予定」について報告を求めることを想定し
ている。２月26日に開いた「病床機能情報の報告・
提供の具体的なあり方に関する検討会」に、現時点
での見解として示した。将来の医療機能の選択につ
いては、さまざまな要因から医療機関が方針を変更
する場合も考えられることから、方針を転換した場
合は随時、都道府県への報告を求めるとの方向性も
示した。
　報告制度では、医療機関が自主的に病棟ごとの「現
状」と「今後」の医療機能について▽高度急性期▽
急性期▽回復期▽慢性期―の４区分から選び、報告
する。これまでの議論では、「今後」について明確な
時期が示されていなかった。
　会合では構成員から、2014年度の診療報酬改定で
さまざまな方向性が示されており、医療機関が将来
の見通しを立てることは困難との指摘があった。
●病棟ごとの「主とする診療科」に疑義
　厚労省は、報告制度で医療機関に報告を求める具
体的な項目案も示した。原則として報告制度の対象
となる全ての医療機関に同じ項目での報告を求める
方針。報告件数がゼロ件の場合は、その旨を報告す
る。これまでは、各医療機能区分ごとに報告項目を
設定する方向性を示していた。報告項目は、既存の

「レセプト情報・特定健診等情報データベース」（Ｎ
ＤＢ）を活用して自動的に集計する項目と、医療機
関が別途、厚労省が整備する全国共通サーバーに報

告する項目に分かれる予定。
　医療機関が別途報告する項目としては、「病棟」単
位での報告を求める25項目を挙げたほか、16項目は

「病院」単位での報告も求めることを提案した。「病
院」単位と「病棟」単位の両方で報告を求める項目
として挙がったのは▽看護師・准看護師・看護補助
者・助産師数▽理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士数▽薬剤師数―の３項目。「病棟」単位での報告を
求める項目案としては、「主とする診療科」「入棟前
の場所別患者数」「退棟先の場所別患者数」などが挙
がった。
　「主とする診療科」については構成員から、「複数
診療科で１病棟を利用している場合もあり、１つに
絞るのは難しい」との意見や、「１病棟複数の診療科
とすることで問題があるのか」との疑義が出たこと
を受け、厚労省が検討する方針を示した。

（2/27MEDIFAXより）

報告制度、有床診の必須は12項目／厚労省
案、多機能は任意項目で
　厚生労働省は２月26日、医療法を改正して創設す
る病床機能報告制度で、有床診療所については必須
項目を病床数や人員配置、入院患者数など12項目に
絞る案を「病床機能情報の報告・提供の具体的なあ
り方に関する検討会」に示した。「リハを要する状態
にある患者の割合」「往診患者数」などは任意とす
る。厚労省は任意項目を報告することで、有床診が
担っている複数の機能を示すことができるとした。
　厚労省が必須項目として提案したのは▽医療機能

（現状と今後）▽許可病床数▽稼働病床数▽病床種
別（一般病床か療養病床か）▽2001年３月１日施行
の第４次医療法改正で、経過措置として認められた
患者１人当たり床面積4.3平方メートル以上の一般
病床数▽看護師・准看護師・看護補助者・助産師数
▽理学療法士・作業療法士・言語聴覚士数▽薬剤師
数▽主とする診療科▽新規入棟患者数▽在棟患者延
べ数▽退棟患者数―の12項目。
　病院が病棟ごとに選択する▽高度急性期▽急性期
▽回復期▽慢性期―の医療機能区分については、有
床診を１病棟と見なし、いずれか１つの選択を求め
るとの方針もあらためて示した。

（2/27MEDIFAXより）
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総合診療専門医
総合診療専門医の研修プログラム、３月に骨
格／吉村委員長
　新専門医制度の創設に向け、日本専門医機構（仮
称）の立ち上げ準備を進めている組織委員会が設置
した「総合診療専門医に関する委員会」は、３月に
総合診療専門医を育成する研修プログラムの骨格を
発表する。組織委員会の吉村博邦委員長（北里大名
誉教授）が２月20日、顧問を務める全国医学部長病
院長会議の記者会見で明かした。同機構は、新専門
医制度の第三者機関として研修プログラムの評価・
認定などの機能を担う予定だ。
　総合診療専門医の医師像については「地域を支え
る診療所や中小の病院で活躍する医師で、頻度の高
い疾患の初期対応を担当する。必要があれば専門医
に紹介し、紹介が不要であれば継続医療を担う。加
えて、高齢者対応として介護も含めた複数疾患への
対応と看取りを担う」との内容で組織委員会で合意
したと説明した。
●連合学会の家庭医研修をベースに検討
　研修プログラムの検討状況については、委員長私
案をたたき台に議論しているとし「日本プライマリ・
ケア連合学会の家庭医療専門医の研修プログラムを
ベースに、関連学会の英知を集めて作る」との方向
性を示した。その上で「基本となる内科、小児科、
救急の３科は、各領域の専門医制度と一緒にきちん
とトレーニングする。その後は診療所や中小病院で
研修し、ある程度大きな病院で臓器に特化しない総
合内科などで経験も積んでもらう。さらに、外科や
産婦人科、整形外科、精神科などの関連領域は、各
専門医制度との連携はしないものの、併せて学んで
もらい、試験をする」と説明した。
●2017年度から養成スタートしたい
　研修プログラムの骨格を発表した後のスケジュー
ルについては、17年度に第１期生の研修開始を目指
すとの方針も示した。吉村委員長は、14年夏をめど
に総合診療専門医の研修を実施する際の組織や、研
修責任者、指導医の基準などをまとめるとした上で

「15年４月に初期研修が始まる研修医が２年終わっ
て（総合診療医の育成プログラムに）入れるように
したい」と述べた。
　吉村委員長は会見で、総合診療専門医の取得方法
や総合診療専門医取得後に他の専門医資格を取得す
るためのキャリアパスなどを多様化させたいとの考

えも示した。「他の専門医を取った後に地域で活躍し
たいという人たちのためのプログラムや、総合診療
専門医取得後に消化器や循環器など他の専門医に行
けるようなキャリアパスを検討する」と述べた。

（2/21MEDIFAXより）

窓口負担
窓口負担と保険料の免除を１年延長／福島第
一原発付近の住民
　厚生労働省は、東京電力福島第一原子力発電所に
近い福島県南相馬市、田村市、川内村の一部地域か
ら避難している住民を対象に国の全額補助で実施し
ている窓口・利用者負担と保険料の免除について、
期間を延長することを決めた。国保、後期高齢者医
療、介護保険が対象。早ければ２月中に都道府県と
各保険者へ事務連絡を発出する。健康保険組合と協
会けんぽについては、各保険者が判断し、国が保険
者の財政状況に応じて財政支援する予定。
　免除期間は、原子力災害対策本部が放射線量を基
準に設定している▽帰還困難区域▽居住制限区域▽
避難指示解除準備区域▽特定避難勧奨地点―の全住
民と、以前に緊急時避難準備区域か特定避難勧奨地
点の指定を受けていた上位所得層（国保では年収約
840万円以上）以外の住民で、2015年３月末までの１
年延長となる。（2/18MEDIFAXより）

国保
国保、保険料軽減を拡大／４月から、高所得
は負担増
　政府は２月14日、自営業者らが加入する国民健康
保険（国保）で、保険料を軽減する低所得世帯の範
囲を拡大し、高所得世帯の保険料の上限額を引き上
げるとした改正政令を閣議決定した。４月から実施
する。
　国保の保険料は、定額部分と、支払い能力に応じ
た部分の合計で、定額部分が収入に応じ軽減される。
　夫婦と子ども１人の３人世帯の年収でみると、２
割軽減になる対象は「223万円以下」から「266万円
以下」に、５割軽減は「147万円以下」から「178万
円以下」にそれぞれ拡大される。約400万人が負担減
となる。
　保険料の上限額は年間65万円から２万円増の67万
円に見直す。単身で給与収入が1000万円以上の人が
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該当。40－64歳の人が国保を通じて納める介護保険
の保険料上限も、12万円から14万円に上げる。

（2/18MEDIFAXより）

規制改革
ホールディングへ参加は「持分なしに限定」
／規制改革会議ＷＧ
　政府の規制改革会議は２月18日、「健康・医療ワー
キンググループ」の会合を開き、「医療機関のガバナ
ンスと業務」について論点をまとめた。医療機関の
非営利ホールディングカンパニー型法人制度に参加
できるのは、持分なしの医療機関だけに限定するよ
う提言することでまとまった。
　事務局の内閣府規制改革推進室の提案では、非営
利ホールディングカンパニー型法人について「医療
法人だけでなく社会福祉法人の参加も認めるべきで
はないか」というもので、持分なしに限定はしてい
なかった。議論の中で「持分なしに限定した方がガ
バナンスがうまくいく」「非営利の冠を掲げている以
上、非営利を徹底した形にすべき」という考えが示
され、意見が一致した。社会福祉法人は持分がない
ので認める方針。
　論点案はそのほか、一定の要件を満たす医療法人
では、医師・歯科医師以外の者が理事長になる際の
認可を不要とし、届け出制にするよう求める方針を
盛り込んだ。現在でも、医師・歯科医師でなくとも
都道府県知事が認めれば理事長に就くことはできる
が、より促進できるよう、通知などで対応すること
を想定している。
　経営の透明性を高めるために、一定規模以上の医
療法人に外部監査を義務付けることや、医師・歯科
医師以外が医療法人の理事長の場合のみに行われて
いる「理事長が反社会的勢力でないかどうか」の確
認を、医師・歯科医師が理事長の場合でも行うこと
も盛り込んだ。
　業務範囲の拡大では、医療法人が何をどのような
場合に誰に対して販売してよいかが明確ではないと
指摘。明確化と範囲の拡充の検討を提言する。論点
ではコンタクトレンズやサプリメントの販売を示し
た。（2/19MEDIFAXより）

新型インフル
集団的予防接種の手引き作成／新型インフル
で厚労省
　厚生労働省健康局の結核感染症課は３月４日の全
国健康関係主管課長会議で、新型インフルエンザな
どの集団的予防接種に向けた手引きの暫定版を提示
し、説明した。手引きは近日中に厚労省ＨＰで公表
する予定。
　新型インフルエンザ等特措法と政府行動計画は、
新型インフルの予防接種で住民への接種の実施主体
を市町村としており、手引きは市町村の参考にして
もらうため、岡部信彦・川崎市健康安全研究所所長
を分担研究者とする厚生労働科学研究で作成した。
　住民への接種では、ワクチンは10mlなどのマルチ
バイアルで供給されることが想定され、原則的に集
団的予防接種で100人以上を単位とする接種体制の
構築が求められるとした。対象者には、当該市町村
の住民基本台帳に登録されている人のほか、▽長期
入院・入所者▽里帰り分娩の妊産婦とその同伴小児
―なども含める。接種順位は▽医学的ハイリスク者
▽小児▽成人・若年者▽65歳以上の高齢者―の４群
に分類し、発生後に政府対策本部が決定する。
　集団的予防接種には、公民館や体育館などの会場
に対象者を参集させて実施する「地域集団接種」と、
学校・医療機関・社会福祉施設などで既に形成され
ている集団に実施する「施設集団接種」がある。地
域集団接種の対象は▽妊婦▽未就学児▽高齢者（原
則）▽移動可能な在宅医療受療中の患者▽短期の入
院者（退院後）▽通所サービス利用者（原則）―な
どが該当する。施設集団接種では▽学生▽高齢者介
護施設の入所者▽長期の入院患者▽移動困難な者が
多い通所施設のサービス利用者―などを対象とする
ことが可能になる。このほか、医療従事者が戸別訪
問して実施する「地域訪問接種」があり、▽移動が
困難な在宅医療受療中の患者▽移動が困難な障害者

（在宅生活者・短期施設入所者）―などが対象とな
る。
　集団的予防接種を実施する際は▽予診を担当する
医師１人▽接種を担当する看護師１人▽薬液充填・
接種補助を担当する看護師または薬剤師１人―を１
チームとして編成する。会場には、接種後の状態観
察を担当する看護師など１人、受付・予診票確認・
誘導・接種済証発行などの事務を担当する人が複数
必要になる。予診から接種までの時間を２分、１日
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の実施時間を７時間とすると、２チームで１日420人
が接種可能となる。市町村には地域医師会などの協
力を得て、対象者数に応じたチーム数の確保が求め
られている。（3/5MEDIFAXより）

自民
医療・介護・年金の３ＰＴ体制で改革推進／
自民・特命委役員会
　自民党「社会保障制度に関する特命委員会」（野田
毅委員長）は３月５日の役員会で、医療・介護・年
金の３つのプロジェクトチーム（ＰＴ）で今後の制
度改正論議を進めていくことを決めた。会合は非公
開だが、出席者の話を総合すると、短期的には2015
年の通常国会に提出する法案の具体的な内容につい
て検討する。25年以降を見据えた長期的な制度設計
の必要性を指摘する意見もあった。まずは社会保障
制度の長期推計を試算することから始めることにな
りそうだ。
　医療ＰＴの座長は鴨下一郎氏が務める。同ＰＴは
13年、診療報酬改定論議のさなかに設置されてお
り、引き続き医療制度改革の議論を進めていく。15
年の通常国会に向けた最大の検討課題は、国保の財
政基盤の充実だ。後期高齢者支援金の全面総報酬割
もテーマになる。13年の社会保障制度改革国民会議
は、総報酬割の全面導入で生じる財源を国保の財政
補填に転用する方策を打ち出している。協会けんぽ
の国庫補助率も議題に乗りそうだ。
　介護ＰＴは松本純氏が座長を務める。15年４月の
介護報酬改定や介護の制度改正論議に取り組む。厚
生労働省は会合で「介護報酬改定に向けた審議会の
議論は４月からスタートするが、まず介護保険法改
正案を成立させ、その議論の過程で浮上した課題を
整理しつつ、自民党に相談したい」と説明したもよ
うだ。
　年金ＰＴの座長は宮澤洋一氏が務める。年金の財
政検証が重要課題だ。
●「ポスト2025」問題も、まずは推計の整備
　税・社会保障一体改革は、団塊の世代が75歳以上
に達する25年を想定して制度の見直しを行ってい
る。だが、25年はその後も続く超超高齢化社会の入
り口に過ぎない。その「ポスト2025」問題を宮澤氏
が指摘した。宮澤氏は「推計さえ整備されていない
のが問題だ。まずはここから手を付けるべき」と主
張したようだ。会合後、出席者の一人は「消費税率

を10％に引き上げた後のことを視野に入れ、党主導
であらかじめ長期的な議論をし、制度設計していこ
うということだと思う」と語った。
●“混合診療”は取り扱わず
　役員会では出席者から、保険外併用療養費制度や
混合診療の問題を議論する必要はないか、との問題
提起があった。だが、役員会の内部でも議論が沸騰し
てしまい、収拾がつかなくなってしまったもようで、
医療ＰＴの議題は国保の財政基盤充実などの重要課
題に絞り込むことにした。（3/6MEDIFAXより）

外保連
帝王切開術引き下げ「努力が裏目に」／14年
度改定で外保連
　外科系学会社会保険委員会連合（外保連）の山口
俊晴会長（がん研有明病院副院長）は３月４日の会
見で、2014年度診療報酬改定の手術の評価について

「薬価引き下げ財源を手術等の医療技術に充当でき
ず、新技術の保険導入が前回改定の半分程度しか認
めてもらえなかった」と指摘し、薬
価引き下げ財源の引き離しに強い危機感を表明し
た。手術委員会の岩中督委員長（東京大教授）は、
外保連試案で手術時間が短縮し試案価格が下がった
帝王切開術が、改定でもそのまま点数が引き下げら
れている現状に対し「襟を正そうとしている各学会
の努力に対し（引き下げ部分だけを切り取っての評
価は）極めて残念だ」と指摘した。
　帝王切開術の点数の引き下げは、医療関係者から
は「産科なのに」と戸惑いの声が上がっている。岩
中委員長は「外保連試案は実態に即した試案を作ろ
うということで、標準化された術式はＤ群に下げた。
試案価格は減ることになるが、各学会が努力をして
きたものであり、改定で手術点数を下げてよいとい
うものではないことは、これまでも厚労省には申し
上げてきた」と述べた。
　その上で「特に手術時間は、技術革新や材料の進
歩で時間短縮される傾向にある。試案価格は減るこ
とになるが、襟を正すためにやってきた。しかし今
回は、試案価格の増減に連動してがっちり下げられ
た。これでは、真面目さが裏目に出たといわざるを
得ない」と強調。「帝王切開術は一般病院の手術時間
が短縮し、試案では手術時間が２時間から１時間に
短縮した。すると途端に２万円の引き下げになって
しまった」と説明した。今回の改定では、耳鼻咽喉
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科と眼科の手術料が下がっているとも説明し「理由
は今後、厚労省に確認したい」と述べた。
●試案の評価、新指標など検討必要／山口会長
　帝王切開術などの引き下げについて外保連試案が
要因の一つになっていることに対し、山口会長は「現
行の評価指標である手術時間、技術度、人数だけで
なく、ＱＡＬＹなど費用対効果の新たな指標の導入
も検討したい。今後、加盟学会に諮り合意が得られ
れば具体的に検討を進めていく」と述べた。
　一方、山口会長は、実質マイナス改定の中で、手
術や処置の休日・時間外・深夜加算が充実されたこ
とに対し「外科医の労務環境を改善していこうとい
う方向性は評価できる。ただ、要件が厳しいので緩
和の方向にもっていってほしい」とした。
　今回の改定では、外保連が新設要望した190件の
うち41件の採用（前回91件採用）にとどまった。既
存項目も143件の要望で38件の採用（前回79件採用）
だった。（3/5MEDIFAXより）

日医
主治医評価で第一歩「早めに検証を」／14年
度改定で日医・中川副会長
　日本医師会の中川俊男副会長（中医協診療側委
員）は２月19日、取材に応え、2014年度診療報酬改
定で導入される主治医機能の評価について「実質的
にかかりつけ医の評価といえる。小さく産んで大き
く育てるということで同意した」と述べた。その上
で「日医は外来の包括を認めたわけではない。地域
包括診療料（包括評価）と地域包括診療加算（出来
高評価）は、医師が処方し服薬を管理することが大
事という考え方を取り入れた。７剤投与の減算規定
見直しへの突破口にもしていきたい」と強調した。
　７対１入院基本料の要件強化に伴う受け皿として
想定されている地域包括ケア病棟入院料は、リハビ
リテーションが包括されたことで厳しい点数になっ
たとの評価が医療現場から出ている。中川副会長は

「改定財源が厳しい中で（点数として）不十分なこ
とは認識している。早めに検証をして、支障があれ
ば次期改定に向けて議論をすべきだ」と指摘。「か
かりつけ医と地域包括ケアは極めて重要な課題であ
り、どう評価していくかについて第一歩を踏み出す
改定だった。何とか突破口を見いだせたのではない
か。最低限、優しい医療は守れたのか、と自問自答
している」と述べた。

●初・再診料、16年度改定の最優先課題
　初・再診料については「８％消費増税の補填は、
基本診療料を中心に行うということで議論が進めら
れたため、通常の初・再診料をめぐる議論ができな
かった。16年度の次期診療報酬改定で議論すべき最
優先事項である」とした。さらに、「消費税の補填に
ついては公益裁定になった。それ以上の混乱を避け
るためにも、今回は、あえて強力に主張することは
せず、答申書付帯意見のトップ項目にもってきた」
とした。「14年度改定が改定率0.1％にとどまったこ
とが極めて遺憾だ。薬価引き下げ財源を本体改定財
源に充当させないという今回の手法を、16年度改定
では認めるわけにはいかない」とも強調した。
　改定全般については「14年度改定は、中小病院と
診療所を評価する改定にしたいと思ってきたが、財
源が350億円では、７対１入院基本料を算定してきた
中小病院などが影響を受けるのではないかと懸念し
ている」と述べた。その上で「今回の改定は、25年
に向けた一体改革の推進をミッションに行われた。
その基本的な方向は認めた上で、より適切な医療が
提供できる評価の在り方について議論を重ねた」と
振り返った。
　７対１病床の機能分化で中枢的な役割を果たした
中医協の「入院医療等の調査・評価分科会」につい
ては、「今後、総会および分科会などが担うべき役割
を含めて見直していくことが必要」とした。
●地域の救急医療、基金の活用を
　一方、２次救急病院を評価する救急医療管理加算
で“減算規定”が設けられたことに対して中川副会
長は「２次救急医療の評価の在り方を検討すること
が必要だ。（14年度改定で減算の対象となる）“その
他症例”については、今後、新たな評価項目などを
検討してもよいのではないか」と指摘した。一方で

「地域医療において救急医療が円滑に運用されるこ
とが重要な課題だ。地域の救急医療のために、基金
の活用を検討すべきだ。民間病院も対等に使えるこ
とになっている」とし、新たに創設する財政支援制
度の活用に積極的に対応すべきとした。

（2/19MEDIFAXより）

健保連
主治医機能「将来は包括評価に一本化」／健
保連・白川専務理事
　健保連の白川修二専務理事は、2014年度診療報酬
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改定について取材に応え「主治医機能の定着を優先
させるため、包括評価の地域包括診療料と出来高評
価の地域包括診療加算の２つの評価体系を認めた。
今後の届け出状況などを踏まえ、検証を進めながら、
将来的には、地域包括診療料の包括評価に一本化し
ていくべきだ」との基本的な考えを示した。
　主治医機能の評価について白川氏は「われわれは
包括評価システムで進めるべきと考えており、地域
包括診療加算（20点）の出来高システムの創設には
反対だったが、主治医機能を定着させることが優先
されるため、今回は認めた」と振り返った。
　地域包括診療加算について白川氏は、１月29日の
中医協総会で、外来管理加算や生活習慣病指導管理
料と重複算定できることを問題視し、特に生活習慣
病指導管理料をどう位置付けるか議論が必要と指摘
していた。白川氏は「日本医師会は外来の包括化には
反対という意見だが、われわれはできれば、あらゆ
ることを包括すべきとの基本認識だ。患者にとって
分かりやすい点数体系にしていくべきだ」とし、包
括化への動きを加速させるべきとの考えを示した。

「病院と診療所の機能分化は、フリーアクセスが若干
制限されるとしても、やらないといけないものだっ
た。14年度改定で主治医機能の評価が初めて診療報
酬で手当てされたことは評価している」とも述べた。
●７対１削減、「数千床規模」なら一層対応を
　一方、14年度改定では、病床の機能分化の推進に
も大きくかじを切った。７対１入院基本料の要件厳
格化について白川氏は「２年後、７対１病床が数千
床規模の削減にとどまるようであれば、（16年度改定
では）さらに、厳しい対応をしていかざるを得ない
だろう。今のままでは医療保険財政がもたない」と
も語り、25年の一体改革に向け、病床の機能分化の
推進は今後も継続的に取り組む課題と位置付けた。
　その上で、今後の７対１の評価に関して「今回、

『重症度、医療・看護必要度』は対応したが、平均在
院日数をどうするか。またわれわれとしては、アウ
トカム評価をさらに強化すべきではないかと考えて
いる」とし、「データ提出加算の届け出を義務付けた
ことから、データ分析を進めながら、アウトカム評
価指標を検討していければよい。地域医療計画を絡
めてアウトカム評価を進めていってよいのではない
か」と今後の対応について問題提起した。
●初・再診、底上げ議論には乗れない
　初・再診料については「われわれは日本の診療所
の機能は高いと評価しているが、初・再診料は、診

療所だけではなく病院も含めた全体の底上げ論議に
なる。医療経済実態調査からも医療機関の経営は安
定し、診療報酬の半分は、医療職などの人件費に充
てられ、医師給与も高い水準にある。われわれは、
底上げ論議には乗れない。今回は特に財源が少な
かったが、改定率の問題にかかわらず、医療機関の
機能分化や連携、在宅医療の推進などの重点課題に
財源を配分すべきと考えている」と述べた。その上
で「次期改定で議論すべき最優先課題は、地域医療
計画策定のタイミングからも、医療と介護の連携を
どうするか。そして病床機能の分化・連携のさらな
る促進ではないか」と強調した。
●病床機能再編は一歩前進
　一方、白川氏は14年度改定論議を振り返り「基本
方針に沿って改定を進め、それに対応した医療提供
体制の再構築の方向に少しは向かったのかなと、全
般的には評価をしている。特に評価できる点は、７
対１病床の適正化と後方病床の確保、在宅医療を意
識した退院計画立案、患者データの提出など、在宅
医療が享受できる体制づくりの大きな流れができた
点だ。病床機能再編の第一歩になったかなと評価し
ている」と述べた。
　ただ、医療と介護の連携が十分に進んだとはいえ
ないと指摘。「維持期リハビリテーションの問題や、
サービス付き高齢者住宅の紹介料の問題、介護施設
で急病人が発生した時に急性期病院に搬送するとい
う抜本的改革までには至っていない」とし、14年度
改定で進めた医療と介護の連携をさらに充実させて
いくべきと強調した。（2/24MEDIFAXより）

出生率、最低は京都・東山区／08年から５年
間の厚労省統計
　厚生労働省は２月13日、2008年から５年間の「人
口動態保健所・市区町村別統計」の概況を公表した。
市区町村別の合計特殊出生率を見ると、最も高かっ
たのは鹿児島県伊仙町の2.81、最も低かったのは京
都市東山区の0.77となり、最も高い市区町村と低い
市区町村の差が2.04となった。
　鹿児島県伊仙町に続いて合計特殊出生率が高かっ
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たのは、沖縄県久米島町の2.31。以下、沖縄県宮古
島市の2.27、沖縄県宜野座村の2.20と続いた。一方、
低かったのは京都市東山区に次いで、東京都豊島区
の0.81、大阪府豊能町の0.82、東京都中野区の0.85と
なった。全体を見ると約６割の市区町村が1.3以上1.6
未満を中心に分布していた。
　比率が100より大きいと全国より死亡率が高いと
される標準化死亡比を見ると、東日本大震災の影響
により、男性は岩手県大槌町が192.4で最も高く、大
阪市西成区の181.9、岩手県陸前高田市の167.3と続い
た。女性も震災の影響から、岩手県大槌町が212.7で
最も高く、以下宮城県女川町の196.6、岩手県陸前高
田市の177.0となった。（2/14MEDIFAXより）

高齢化対策、日本の知見をＡＳＥＡＮ諸国に
／厚労省検討会が報告書
　厚生労働省の「国際的なActive Aging（活動的な
高齢化）における日本の貢献に関する検討会」は２
月18日、これまでの議論や現地調査を踏まえた報告
書を大筋でまとめた。今後、日本と同等もしくはそ
れ以上の速さで高齢社会を迎えることが予測される
ＡＳＥＡＮ諸国での高齢化対策の課題や、高齢化が
進んでいる日本の取り組み、ＡＳＥＡＮ諸国に協力
する際のアプローチの在り方を整理した。
　報告書は▽Active Agingの背景▽ＡＳＥＡＮ諸
国および日本の高齢化対策とその課題▽今後の国際
協力に向けた提言―の観点からまとめた。
　ＡＳＥＡＮ諸国では、非感染性疾患（ＮＣＤ＝Non 
Communicable Diseases）の増加が医療費に与える
影響に関心が高く、ＮＣＤに対応するための医療提
供体制や、予防・健康増進のための社会基盤整備が
重要なテーマになると指摘。二次予防の観点から、
日本の集団検診や職域検診などのノウハウを提供し
て途上国で展開するなど、ＮＣＤ対策の必要性を伝
達することが有効な協力になるとした。
　また、富裕層や中間層を対象にした高齢者ホーム
などの建設が民間資本によって相次いでおり、今後
も民間の高齢者ホームの増加が各国で見込まれると
指摘。民間施設の整備基準を用意している国はある
ものの、基準に対応していない施設も多いとみられ
るとし、制度設計やサービスの最低基準の策定を支
援することで、事業者のサービスの質確保・向上に
結び付けることも可能とした。
　報告書のまとめに当たり尾身座長は「いずれは日
本が世界的なイニシアチブになり得る。アジアは最

初の入り口だが、世界に先駆けて日本がこういうこ
とをやっているという一つのマテリアルができた」
と述べた。また、萱島信子委員（国際協力機構人間
開発部長）は「国際協力機構としては、高齢者が重
要なイシューになっているので、とっても価値があ
る」と述べ、今後の活用に期待を寄せた。
　厚労省は、意見を踏まえた見直しを行い、報告書
を完成させる。（2/19MEDIFAXより）

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より
転載・一部改変を許諾されたものです。 
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日　時  4 月10日 （木）午後 2 時～ 4 時
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
内　容 見逃していませんか？ 職場に潜む労務トラブルの影
講　師 社会保険労務士　四方 咲友実 氏
　　　　株式会社日本経営 医療事業部部長　田村 弘道 氏
参加費 無料（茶菓子付）　   協　賛　有限会社アミス

開業医の奥様向けセミナー

と　き　4 月 20 日 （日）   午後２時～４時
ところ　池坊学園・こころホール（京都市下京区四条室町鶏鉾町）
主　催　九条の会アピールを支持する京都医療人の会
申込先　京都府保険医協会　TEL 075-212-8877　FAX 075-212-0707　　e-mail  info@hokeni.jp

講　師 伊藤 真 弁護士（伊藤塾塾長・法学館憲法研究所所長）
1958年生まれ。伊藤塾（法律資格の受験指導校）を主宰。1981年司法試験合格。
その後、真の法律家の育成を目指し、司法試験等の受験指導にあたる。「憲法を
知ってしまった者の責任」から、日本国憲法の理念を伝える伝道師として、講演・
執筆活動を精力的に行う。多くの弁護士、著名人とともに、「一人一票実現国民会
議」の発起人となり、日本に真の立憲民主主義を実現すべく弁護士として奮闘中。

自民党改憲草案の検証
 解釈改憲や特定秘密保護法等にもふれながら

九条の会アピールを支持する京都医療人の会総会・講演会

①日　時　 4 月16日 （水）午後 2 時～ 4 時
　内　容　「医院・診療所での接遇マナー研修・初級編」
　    講　師　茂木 治子氏（元日本航空客室乗務員）
②日　時　 4 月17日 （木）午後 2 時～ 4 時
　内　容　「医事紛争から見た医療従事者としての心構え」
　    講　師　林　一資（医療安全対策部会副理事長）
　　　　　「知っておきたい保険基礎知識（請求留意事項）」
　    講　師　田中 正明（保険部会理事）
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
対　象　新入職員、研修会はじめての方（定員40人） 　協　賛　有限会社アミス

新しく医療機関に勤められた方のための研修会

要申込

入場無料
要 申 込

楽しく・わかりやすく・ためになる！

要申込



京都保険医新聞

32 第1₇₇号

2014年（平成26年）3月25日　毎月５日・20日・25日発行 第2888号

と　き　4 月 26 日 （土）   午後２時～
ところ　京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
主　催　反核京都医師の会
申込先　京都府保険医協会　TEL 075-212-8877　FAX 075-212-0707　　e-mail  info@hokeni.jp

講　師  望田 幸男氏
1931年、山梨県甲府市生まれ。京都大学文学部史学科卒業、
同大学大学院文学研究科博士課程を修了。現在、同志社大学
名誉教授、非核の政府を求める京都の会常任世話人代表。
著書に『グローバリゼーションと市民社会』（文理閣・共著）
『ナチスの国の過去と現在』（新日本出版社）『グローバルに考
え、ローカルに行動する』（文理閣）など多数。

「原発のない国」への道
市民公開講演会・反核京都医師の会第34回定期総会記念講演

入場無料
要 申 込
（定員70人）

　 「緑の思想」とライフスタイル 　

第652回 社会保険研究会

レセプト画面審査：最近の状況
講　師　医療法人社団 依田医院院長
　　　　京都府国民保険団体連合会 審査委員会会長　 依田 純三 氏
日　時　 5 月31日 （土）午後 2 時～ 4 時
場　所　京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
主　催 京都府保険医協会
　　※参加は無料、事前申込は不要です。
　　※日医生涯教育講座対象の研究会です。

〈依田先生からのメッセージ〉
　この４月には消費税が増税となりますが、同時に診療報酬改定も行われます。従来からの損税
は、財源不足を理由に今回改定でも解消されていません。また最近数年は医療費上昇の抑制策とし
て、レセプト審査が厳しさを増すばかりです。パソコンによる画面審査の導入は次第に精緻さを増
し、今では一次審査での点検チエック項目、縦覧・横覧の項目も大幅に拡充しています。一次審査
での単純な点検漏れが減ることは有難い反面、規制改革会議等に機械審査強化による審査委員の裁
量権を制限しようとする動きもあり、看過できません。現場医療における必要な医師裁量権を、適
正なレセプト審査を通じて守っていきたいと私は考えています。
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会員医療機関各位

京都府保険医協会
医療安全対策部会

　京都府保険医協会は、会員医療機関のご希望に応じて「医療安全研修会」を随時開催して
いますが「もっと個別の具体的な問題について教えてほしい」「今、抱えている問題に対処で
きるように助言して貰いたい」との声を現場からお聞きします。また、実際に患者さんから
クレームを言われた際に「間違った」対応をされる医療機関も未だに散見されます。
　そこで、患者さん対応の窓口として医療安全を任され、御苦労されている方の、ご負担を
少しでも軽減するためにも、是非とも当会の「医療安全担当者スクール」をご利用下さい。
必ずお役にたつことと確信しています。

医療安全担当者スクールとは…

【要　項】
△対象者＝会員・医療機関限定
△場　所＝京都府保険医協会事務所
　　　　　（京都市中京区烏丸蛸薬師上ル七観音町637 第41長栄カーニープレイス四条烏丸６階）
△講　師＝医療安全対策部会担当事務局（紛争対応20年・1,300件経験者）
△開催日時・受講回数＝ご相談の上、受講者のご希望に沿います
△テキスト＝事例で見る医療安全対策の心得・第Ⅱ章「医療安全対策の常識と工夫」
△受講費用＝１万円（回数に限らず）
△参加特典＝テキスト10冊進呈（定価2,800円／冊）

【概　要】
①テキスト「事例で見る医療安全対策の心得」第Ⅱ章の完全マスター

　患者対応法のマスターを目指します。レッスンはテキストのみでなく、受講者の希望に
沿った内容を含めることも可能です。例えば、自院で実際に発生した事例を基に、テキス
トに沿って分析・評価することも出来ます。

②協会の医療安全対策だけで１年間の研修義務がクリア
　このスクールは、医療法で定められている医療安全研修に相当します。協会主催の「医
療安全シンポジウム」と合わせて参加されれば、年２回程度と定義されている研修義務が
クリアされます。

参加してみませんか？　医療安全担当者スクール

まずは、医療安全対策部会にお電話を！　℡０７５－２１２－８８７７
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□

□

□

　お名前

　送付先　〒

　TEL：                                   FAX：

3,990円

□

これから始める心臓カテーテル検査
矢嶋純二・編●Ａ4判　384頁●メジカルビュー社

7,350円

12,600円

　　京都府保険医協会では医学書を斡旋しています。
　　案内にない書籍もお気軽にお問い合わせください。

〈申込書〉　  FAX 075-212-0707までお送りください。
☆京都府保険医協会の会員の先生は書店でご購入いただくより割安になります。

（表記価格は全て税込価格ですが、会員の先生には消費税抜きの価格で斡旋します）

※商品は神陵文庫より発送。申込価格5,000円以上は送料無料。

　　　　　　　　　　　　　　ご注文のタイトルに（ﾚ）して下さい　　【医学書・新刊　2013年９月】

24,150円

杉山幸比古・監　●Ｂ5判　472頁●メジカルビュー社

日本医薬品集 DRUGS IN JAPAN  医療薬　2014
書籍版　13,650円　  2013年8月刊行

DB版　15,750円　    2013年7月刊行

セット版　24,150円　

内科系専門医受験者必携！　症例を診て問題を解いて学ぶ

自治医科大学内科研修トレーニング

膵癌取扱い規約　（第6版補訂版）＜癌取扱い規約＞
日本膵臓学会・編　●Ｂ5判　80頁●金原出版

12,600円

10,500円

□

□

□

3,780円

　医療機関名

9,450円

5,775円

系統小児外科学　（改訂第3版）
福澤正洋・他編著　●B5判　909頁●永井書店

□

□ □

脳血管障害と神経心理学　（第2版）
平山惠造・他編●Ｂ5判　560頁●医学書院

□6,720円

7,350円

□

□

なに？これ！　胸部Ｘ線写真
池田貞雄・他著●B5判　258頁●金芳堂

わが国で生まれた心臓血管外科手術
先達の創意工夫に学ぶ
川副浩平・責任編集　●B5判　312頁●メジカルビュー社

麻酔科医のための　気道・呼吸管理
＜新戦略に基づく麻酔・周術期医学＞
廣田和美・編　●Ｂ5判　312頁●中山書店

改訂第４版　医療現場の滅菌　（4版）
小林寛伊・編●Ｂ5判　240頁●へるす出版

ＯＣＴ読影トレーニング
白神史雄・他編　●B5変型判　288頁●メジカルビュー社

□

眼科診察クローズアップ
宇治幸隆・監　●B5変型判　240頁●メジカルビュー社

□

ネルソン小児感染症治療ガイド　（原書第19版）
齊藤昭彦・監訳●Ｂ6変型判　296頁●医学書院

□

7,875円□

□

7,560円

7,560円

□
動画で身につく肝疾患の基本手技

－インターベンション治療の秘訣
小池和彦・監●B5判　231頁●羊土社

□

小児心電図ハンドブック
高木純一・編●Ｂ5判　184頁●中外医学社

これでわかる拡散ＭＲＩ　（第3版）
青木茂樹・編著●Ｂ5判　500頁●学研メディカル秀潤社

□

□

□

□
ＭＩＭＭＳ　大事故災害への医療対応
現場活動における実践的アプローチ　（第3版）
ＭＩＭＭＳ日本委員会・訳●Ａ4判　178頁●永井書店

ＭＲＩ応用自在　（第3版）
高原太郎・監●Ｂ5変型判　480頁●メジカルビュー社

FCCSプロバイダーマニュアル　（第２版）
ＦＣＣＳ運営委員会・監●Ａ4変型判　352頁●ＭＥＤＳi

画像でみる脊椎・脊髄　その基礎と臨床
塩田悦仁・監訳●Ａ4変型判　648頁●医歯薬出版

□

□

9,975円

これから始めるＰＣＩ
及川祐二・編●Ａ４判　224頁●メジカルビュー社

□ ハインズ神経解剖学アトラス　（第４版）
佐藤二美・訳●Ａ4変型判　352頁●MEDSi

病態と治療戦略がみえる

免疫・アレルギー疾患イラストレイテッド
田中良哉・編●B5変型判　359頁●羊土社

□

医薬品情報書籍の決定版！2013年6月までの最新情報を網羅！好評発売中！

大好評「皮膚科診断治療大系」に最新知見を加え、
進化した「皮膚科診療カラーアトラス」がついに完結。

期間限定の全巻セットをご案内します。

□

61,950円

81,900円

今日の診療ベーシック　Vol.23 DVD-ROM for Windows
永田　啓・監●DVD-ROM●医学書院

今日の診療プレミアム　Vol.23 DVD-ROM for Windows
永田　啓・監●DVD-ROM●医学書院

　　　　　　　ＤＶＤ-ＲＯＭ版も大好評発売中です！

2013年8月刊行

日本医薬品集フォーラム編●
B5判　3,600頁●じほう

□

お問い合わせ・申込　京都府保険医協会　TEL075-212-8877　FAX075-212-0707
有限会社アミス　TEL075-212-0303

〒604-8162　京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637　第41長栄カーニープレイス四条烏丸６階

写真と動画で学ぶ　てんかんの手術
難治性てんかんに対する手術の極意を伝授
森野道晴・著　●Ａ4判　160頁●メジカルビュー社

22,050円

4,935円

税込定価　373,400円　　→ 362,250円（2014年3月末日までの期限特価）

皮膚科診療カラーアトラス大系　全9冊セット
鈴木啓之・他編●A4変型判/上製+仮製・厚表紙・函入り　各184～192頁●講談社　刊

□

構想8年！日本の中で出会うであろう虫による皮膚炎のほぼすべてを網羅。
治療、予防対策を虫の生態・生息環境と並置させた「臨床図鑑」。

大好評発売中。

□ Dr.夏秋の臨床図鑑　虫と皮膚炎
夏秋　優・著●AB判　200頁●学研メディカル秀潤社

12,600円

12,600円

15,750円

5,670円

母斑と母斑症　＜皮膚科臨床アセット　15＞
金田眞理・編●Ｂ5判　384頁●中山書店

7,770円

8,400円

5,880円

8,190円

3,570円

血管内治療のための血管解剖：外頸動脈
清末一路・編著●ＡＢ判　144頁●学研メディカル秀潤社

小児科医の役割と実践　ジェネラリストのプロになる

＜総合小児医療カンパニア＞
田原卓浩・編●B5判　256頁●中山書店

□

6,300円

　　　　　　　　　　ご注文のタイトルに（ﾚ）して下さい　　【医学書・新刊　2014年３月】      ※価格は全て税込価格です。

□ Ｂ５判　　8,000円

□

□ Ｂ6判　4,600円

□ Ｂ6判　5,000円 □ 通常版　Windows版 円

□ 通常版　Macintosh版 円
　　ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ版についてはお問い合わせ下さい。

□ Workstation License 円
期間限定の全９巻セット 　　５点以上の同時購入が対象です。

□
　　　　　（2014年3月末日までの特別価格）

　お名前 　医療機関名

　送付先　〒

　TEL：                                   FAX：

〈申込書〉　  FAX 075-212-0707までお送りください。
☆京都府保険医協会の会員の先生は書店でご購入いただくより割安になります。

（表記価格は全て税込価格ですが、会員の先生には消費税抜きの価格で斡旋します）

※商品は神陵文庫より発送。申込価格5,000円以上は送料無料。

□

9,000円

8,800円

□

脳神経外科　周術期管理のすべて　（第４版）
松谷雅生・他編　●Ａ5判　784頁●メジカルビュー社

胃外科・術後障害研究会編　胃外科のすべて
上西紀夫・編集代表●B5判　336頁●メジカルビュー社

ジェネラリストのための内科診断リファレンス

デスク判（B5）　19,000円

24,000円

10,000円

9,800円

11,000円

14,500円

13,000円

8,500円

38,000円

ウィリアムス臨床産科マニュアル　（改訂第２版）
大鷹美子・訳●Ａ5変型判　584頁●メジカルビュー社

プリンシプル産科婦人科学　１　（第３版）
武谷雄二・他監●Ｂ5判　952頁●メジカルビュー社

49,800

　EndNote　X7　Win/Mac

大腸外科学書
楠　正人・編著●B5判　531頁●金芳堂

文献管理と論文作成をサポート　投稿規定に合わせて参考文献リストを自動で作成

　皮膚科診療カラーアトラス大系
『皮膚科診断治療大系』に最新知見を加え進化して完結

　治療薬マニュアル　2014

31,000

49,800

毎年全面書き下ろし、信頼と実績の治療年鑑　好評発売中

網羅性に優れた「治療薬年鑑」、　好評発売中

　今日の治療薬　2014
薬剤の「今」が分かるベストセラー、　好評発売中

□

355,616円
345,000円

エビデンスに基づく究極の診断学をめざして

聴診器を持つすべての開業医必携！2014年2月より刊行開始！

スーパー総合医　全10冊セット

　今日の治療指針　2014
□ □ ポケット判（B6）　15,000円

Ｂ5判　　全10冊予価  95,000円　→　予約セット価格　90,000円

本体価格計　

□ 麻酔科学レビュー2014　最新主要文献集
天羽敬祐・監　●ＡＢ判　304頁●総合医学社

9,800円

12,000円

指導医いらずの実践麻酔手技免許皆伝
中田善規・他監訳　●Ａ4判　456頁●ＭＥＤＳｉ

9,800円

10,000円水疱性皮膚疾患　＜皮膚科臨床アセット　19＞
天谷雅行・編　●Ｂ5判　280頁●中山書店

入門　頭蓋底手術
側頭骨アプローチのための解剖と手術の実際
鮫島哲朗・著●Ａ4判　120頁●メジカルビュー社

□

□

□

8,500円ビギナーのための小児内分泌診療ガイド
有阪　治・編　●Ｂ5判　256頁●中山書店

腎癌のすべて　（改訂第２版）
田邉一成・編●B5変型判　352頁●メジカルビュー社

□ 15,000円

□

□

12,000円□

8,600円これだけは知っておきたい　膵疾患診療の手引き
花田敬士・編著　●Ｂ5判　296頁●中外医学社

腎疾患・透析最新の治療2014-2016
オンラインアクセス権付
槇野博史・他編　●Ｂ5判　422頁●南江堂

□

□8,500円

□

□ 新　胸部画像診断の勘ドコロ　（新版）
高橋雅士・編●B5変型判　500頁●メジカルビュー社

救急・集中治療医学レビュー2014-’15
最新主要文献と解説
島崎修次・他監　●ＡＢ判　390頁●総合医学社

12,000円

お問い合わせ・申込　京都府保険医協会　TEL075-212-8877　FAX075-212-0707
有限会社アミス　TEL075-212-0303

〒604-8162　京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637　第41長栄カーニープレイス四条烏丸６階

緑内障診療クローズアップ
木内良明・編　●B5変型判　288頁●メジカルビュー社

眼救急疾患スクランブル
＜専門医のための眼科診療クオリファイ　21＞
坂本泰二・編　●B5判　380頁●中山書店

□

股関節学
久保俊一・編著●Ａ4変型判　1,265頁●金芳堂

ＥＳＤライブセミナー
ＫＩＮKI　ＥＳＤ　Ｌｉｖｅ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ｏｎ　ＤＶＤ
近畿内視鏡治療研究会・編●B5判　32頁●金原出版

□

□

□

□ デビッドソン内科学　（原著第21版）
福井次矢・監訳　●Ｂ5変型判　1,480頁●医歯薬出版

20,000円

□ 決定版　ＭＲＩ完全解説　第２版
荒木　力・著●B5判　704頁●学研メディカル秀潤社

新　頭部画像診断の勘ドコロ　（新版）
前田正幸・編●B5変型判　408頁●メジカルビュー社

□ 8,000円
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〒601-8205 京都市南区久世殿城町330-1
TEL.075-935-1115（代） FAX.075-935-5100
e-mail：com@mediapark.co.jp  http://www.mediapark.co.jp

社会を動かす宣伝力。

<参考価格>
※ご相談の上、御見積を提出いたします。
●A4判三つ折カラー刷り
　500部 ………………… ¥120,000～
●B5判4頁カラー刷り
　500部 ………………… ¥135,000～

エッセイ集や自分史などの自費
出版、お気軽にご相談ください。

株式会社　つむぎ出版
TEL.075-252-1788
FAX.075-254-2341

e-mail：tsumugi-pub@nifty.com

医院・医療機関の
リーフレット

医療機関のリーフレットは、診療科目・時間・設備、理念などを

患者様、地域の皆様に広げるツールです。

きかんしコムでは、リーフレットの他、広報誌、webサイトなど、

信頼される医療をめざすツール制作を、お手伝いします。

メッセージツール作成をお手伝いします

地域に根ざす医療をめざして
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